
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 50 年 12 月 19 日

類似施設の
設置状況

恵まれた自然環境の中で心身ともに健全な少年の育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、設置する。

利用対象者：特に制限なし
開業時間：午前９時～午後５時（ただし宿泊者があれば、この限りではない）
休業日：毎週月曜日（利用予約があれば開業）及び１２月２８日～１月５日（年末年始休業日）

敷地面積：25,895㎡、建物面積：2,727㎡
主な施設：本館、体育館、キャンプ場、広場、芝生広場、アスレチック
宿泊定員：２００名

設置目的

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

事業評価調書〔途中評価〕（令和５年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

設置法令等

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

1-3
2

④

教育庁

郷土を愛し、地域を支える心豊かな人材の育成

生涯学習課
課（室）長名 加藤　盛彦

長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる

子どもたちが直接自然と触れ合う体験活動の推進

事 業 所 管

設置年月日
長崎県立少年自然の家条例（昭和４８年１２月２５日）

施　設　名　称 長崎県立世知原少年自然の家

所　在　地 佐世保市世知原町赤木場１７－２



）

）

３．指定管理者の概要

令和 3 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況
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佐世保市烏帽子町３７６
特定非営利活動法人　長崎県青少年体験活動推進協会
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施設（設備）の維持・修繕等（ただし１００万円以上の改修を除く）
利用団体の指導に関する業務、主催事業・施設事業に係る広報・ＰＲ活動、教育機関としての連携業務

導入済 選定方法

46,686

≪代表者氏名≫ 理事長　鶴﨑　耕一

備品購入費・改修費 0 0
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事業費＜Ａ＞

「当事業による一人あたりの施設利用費用」＝Ｃ÷（当事業によるR4施設利用人員：14,059人）

人件費＜Ｂ＞

<令和５年度実施における変更点＞
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※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、「２．施設の概
要」の「県予算」の「その他」がある。



５．令和４年度事業の実施状況・実績の検証

＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価 Ｂ
○新型コロナウイルス感染症などの影響もあり、利用者数の目標達成はできなかった。
○予約状況により休館日を変更して開館するなど利用者優先の運営が行われており、利用者の満足度も良好であるとのア
ンケート結果が得られている。
○主催事業については、例年地元赤木場地区での「ほたる観賞」や、地域へ出向き「どんど焼き」等の行事を開催してお
り、地域に根ざした事業を展開している。また、例年児童養護施設と連携した自然体験活動事業についても実施してい
る。
○収支面においては、利用者確保に向けた広報・ＰＲ活動を継続的に実施したことにより、主催事業等一定の利用者が確
保され、また細かな予算管理等の経営努力により収益を上げることができた。

　以上のことから、青少年を中心とした多くの県民に自然体験活動及び社会教育活動の場を提供することができ、設置目
的に則した一定の成果が上がっていると思われる。

○管理運営状況については、協定書に基づき適正に実施された。
○利用者数については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、１４，０５９人となり、目標である１７，１００
人を達成できなかった。
○主催事業については、定員に対する参加率９７％で目標を達成した。
○施設利用者への満足度アンケートでは、９８％が「良」という結果で目標を達成し、施設サービスについて非常に
高い評価を得た。

実　　　　績計　　　　画
＜指定管理者実施分＞
①施設（設備）の維持修繕等
②利用団体の指導に関する業務
③主催事業に関する業務
④施設事業に係る広報・ＰＲ活動
⑤教育機関としての連携業務

＜県実施分＞
①業務の実施状況や管理経費等の収支状況の調査を実施
②県の広報媒体を活用した施設及び主催事業の周知

＜指定管理者実施分＞
①協定書に基づき適正に実施された。
②入所時の安全指導、滞在中の巡回等が適切に行われた。
③事業計画書に基づいた積極的な事業展開が行われた。ま
た、事業内容の見直しも随時検討し、次年度以降の計画に
活かされた。
④募集要項、チラシ等を近隣小中学校へ配布し、直接学校
訪問する等、ＰＲ活動を行った。また、ホームページでの
事業案内など積極的な広報活動に努めた。
⑤小中学校の宿泊学習や中高生の部活動利用、市町教育委
員会の各種事業との連携を図った。

＜県実施分＞
①適正に実施されていることを確認した。
②県広報媒体を活用し広報活動を実施した。

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目 計画 実績 増減理由・収支改善の取り組み等
収入ａ 47,983 47,190

うち利用料 2,000 932 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者数減
うち県負担金 45,983 46,258

47,983 44,103 新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び経費削減による支出減
うち人件費 33,154 32,578

支出ｂ

その他 14,829 11,461

検　　　　証
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者数の減により利用料収入が計画を下回った。
○経費削減などの経営努力により一定の収益を得ることができた。

検　　　　証

管
理
運
営
の
状
況

収支a-b 0 3,087



６．令和５年度事業の実施にあたり見直した内容

７．令和５年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

■

■

■

■

■

■

■

（その他の観点）
○今後、施設の設置目的や国、市町における類似施設等の設置状況を踏まえ、施設設置の意義や県民ニーズ、施設等
の維持管理・更新などの長期的視点で、施設の必要性について検討を進めていく。

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ

ａ

ａ

ａ

c.余地がある

a.なっている

利用者アンケートを実施し、利用者ニーズを取り入れたサービ
スの提供に努めている。また、アンケート結果も満足度が非常
に高い。

施設・設備の日常点検・定期点検は協定書に従って適切な管理
が行われている。

利用者確保により収入の確保について努めている。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

収支状況も概ね安定し、良好な施設運営、サー
ビスの提供により、利用者の満足度も高い。

c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

b.一部なっていない

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない 日帰りプログラムや主催事業の内容を見直しな
ど新規プログラム開発等を行うことで、さらな
る充実化を図る。

有
効
性

b.一部余地がある

地元利用は８２％と高く、地元市において施設
を管理することが望ましいが、地元移譲の協議
は市町の財政状況等を踏まえながら、慎重に行
うべきである。

b.一部適当（可能）でない

a.代えられない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

協定に定められた施設の維持管理、指導業務、
主催事業等を実施し、概ね計画どおりの活動結
果が得られている。c.得られていない効

率
性

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.得られている

社会環境に応じた柔軟性のある主催事業の展
開、経費節減の実効性など指定管理者制度が有
効に機能している。

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。 b.一部得られている

a.適当（可能）でない

a.薄れていない

b.一部薄れている

c.薄れている

b.一部代えられない

c.代えられる

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

必
要
性

c.適当（可能）である

令和４年度の利用者は、約１万４千人と新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で目標値を下
回ったものの、学校等の宿泊学習が盛んに行わ
れている。また、一般の利用者に対し自然体験
活動の重要性を認識させており、必要性は高い
と思われる。

a.適応している 本県の人口減少や厳しい財政状況の中、長期的
な公共施設の運用の観点から県北地域における
青少年教育施設のあり方を検討した結果、当該
施設を令和６年度から自然活動の場の拠点とし
て日帰り施設とする。

b.一部適応していない

c.適応していない

理由視点 評価

経費削減により収益を上げている。また、定期的に予算執行状
況を把握し、適切な予算執行に努めている。

○幅広い利用者層の拡大を目指し、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校だけでなく、学童クラブ・青年会議所等
へ出向いて、施設利用について依頼した。
○佐世保市青少年教育センターと連携した、あすなろキャンプ（ネット依存解消キャンプ）のプログラム開発に引き続き
取り組み、児童養護施設の子どもを対象とした宿泊体験活動を今後も主催事業として取り組んでいく。
○近隣の小学校の協力を得て、学級集団の学級満足度尺度や学校生活意欲尺度等について、ＱＵテストを活用した検証に
継続して取り組んでいく。
○「カプラ」を使用した仲間づくりのプログラム開発を推進し、出前授業等の依頼に対し積極的に対応する。
○活動内容を吟味し、利用者の安全確保を図りながら、利用者のニーズに沿った事業を実施していく。
〇教職員の社会体験研修の受け入れを積極的に行っており、自然の家の利用・活用等をしてもらう。

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

ａ

（その他の観点）

全体の利用者に対し、青少年の利用率が６５％、また宿泊の利
用率が４９％と例年より利用率は回復傾向にあり、設置目的を
概ね果たしている。

目的に則した利用料金設定と減免基準を設けており、住民の公
平かつ平等な利用を確保している。

内　　　　容

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

視点 評価 判定理由



８．令和６年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止区　　分

（説明：令和６年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
〇青少年教育施設のあり方を検討し、令和６年度から宿泊機能を佐世保青少年の天地に集約し、沢登りなど自然体験を生
かした日帰り施設とする。
○佐世保市青少年教育センター（あすなろ教室）と連携した、あすなろキャンプ（ネット依存解消キャンプ）のプログラ
ム研究開発を継続し、併せて、県児童生徒支援課の「確かな一歩」不登校支援推進事業に向けた自然体験活動のプログラ
ムの開発を行う。
○世知原小学校の協力を得て、簡易のＱＵテストを実施し、体験活動プログラムの普及拡大に向け、効果や課題を引き続
き検証する。
○新規プログラム開発として、「カプラ」を使用した仲間づくりのプログラム開発を推進し、出前授業等を積極的に行う。
〇教職員の社会体験研修の受け入れを積極的に行い、今後の利用・活用等をしてもらう。


